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新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの「ひとり親家庭」を支援
ひとり親世帯等臨時特別給付金 問い合わせ　福祉課 ☎59-2148

 　新型コロナウイルス感染症の
影響により、子育てと仕事をひと
りで担う低所得のひとり親世帯の
生活を支援するため、臨時特別給
付金を支給します。給付金には「基
本給付」と「追加給付」があります
ので、要件を満たす方は手続きが
必要になる場合があります。

対　象
◦基本給付
　児童扶養手当を受給しているひ
とり親世帯などの方への給付
①令和２年６月分の児童扶養手
　当の支給を受けている方
②公的年金給付などを受給してお
　り、令和２年６月分の児童扶養
　手当の支給が全額停止される
　方（既に児童扶養手当受給資格
　者としての認定を受けている方
　だけでなく、児童扶養手当の申
　請をしていれば、令和２年６月
　分の児童扶養手当の支給が全
　額または一部停止されたと推測

　される方も対象となります）
③新型コロナウイルス感染症の影
　響を受けて家計が急変するな
　ど、収入が児童扶養手当を受給
　している方と同じ水準となって
　いる方
◦追加給付
　収入が減少した児童扶養手当
受給世帯などへの給付
基本給付①②のうち、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家
計が急変し、収入が大きく減少し
ているとの申し出があった方
支給額
◦基本給付　一世帯５万円　
　第２子以降１人につき３万円
◦追加給付　一世帯５万円（急変
　後１年間の収入見込みが児童
　扶養手当法上の所得制限限度
　額以上の場合は対象となりませ
　ん）
手続き
◦基本給付　①に該当する方は
　申請不要です。②③に該当する

　方は申請が必要です。
◦追加給付　現況届確認時（８月）
　などにあわせて、収入が減少し
　ている旨の申請を行ってくださ
　い。
必要書類
◦基本給付（支給対象者②のうち
　児童扶養手当の受給資格の認
　定を受けていない方、または③
　の方）
・申請書・申請者本人の確認書
類の写し・申請者本人の通帳の
写し・戸籍謄本または抄本※既
に児童扶養手当を受給資格者とし
ての認定を受けている方は不要・
障害の状態を確認する必要があ
る場合は確認するための書類・
簡易な収入額の申立書・２月以
降の所得を証明する書類（給与明
細書・公的年金証書など）
◦追加給付
・簡易な収入見込額の申立書・２
月以降の所得を証明する書類（給
与明細書・公的年金証書など）

区　分

提出期間

持参
するもの

8月3日㈪～8月31日㈪ 8月12日㈬～9月11日㈮

児童扶養手当 特別児童扶養手当

◦現況届
◦手当証書（手当を受給し
　ている方のみ）
◦印鑑
◦養育費などに関する申
　告書
◦生計維持方法等確認書
◦借 家の 場 合、家 賃の 支
　払いが証明できるもの
　（領収書、預金通帳のコ
　ピーなど）
◦光熱水費の支払いが証
　明できるもの（領収書、
　検針票、預金通帳のコピ
　ーなど）

　そのほか、必要に応じて
書類の提出を依頼するこ
とがあります。
　「一部支給停止適用除
外 事 由 届」（水 色の用 紙）
が郵送されている方は、必
要書類を添えて、現況届と
一緒に提出してください。

◦所得状況届
◦手当証書（手当を受給し
　ている方のみ）
◦印鑑
◦受 給 者、配 偶 者と扶 養
　義 務 者、対 象 児 童の個
　人番号が分かる書類　
　（個人番号カード、個人
　番号通知カードなど）

 　そのほか、必 要に応じ
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大竹市子育て世代包括支援センター

おおたけ版ネウボラ
令和２年８月開設
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問い合わせ　保健医療課 ☎59-2140
　　　　　　福祉課 ☎59-2148
　　　　　　子育て支援センターどんぐりHOUSE ☎54-0021

ネウボラとは...
　フィンランド語で「相談･アドバイスの場所」を意味します。
妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する仕組みです。

8月開設
子育てのワンストップ窓口

子育て世代包括支援センター【おおたけ版ネウボラ】


